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医療法人名南会2010年度方針（案）

（2010年度の重点課題方針）

　全日本民医連第39回定期総会で、基本的理念を「私たち民医連

は、無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす組織です」とした新し

い民医連綱領が確立されました。医療法人名南会は、この新しい民医

連綱領にいっそう団結し、地域になくてはならない民医連の事業所と

して、人権にもとづく安全・安心・信頼の医療と介護を実践し、安心し

て住み続けられるまちづくりに貢献します。

　昨年の総選挙では、国民の審判により自公政権が退場し、新しい国

づくりの第一歩を踏み出しました。障害者自立支援法の応益負担廃

止、社会保障2200億円削減政策からの転換、不十分ながら診療報酬

の引き上げなど、国民の力で政治や医療、社会保障制度を変えること

のできる時代であることを示しています。一方で、後期高齢者医療制

度廃止先送りや療養病床削減問題など、阻もうとする勢力とのせめぎ

合いの時代でもあります。

　世界的な経済危機の影響で愛知の経済は急激に落ち込み、県内で

派遣切りなどで職を失う非正規労働者は08年10月から10年3月まで

に42,455人にのぼり全国一となっています。有効求人倍率も全国一

から転落し、09年12月は0.53倍と全国平均並みになりました。県内

企業の09年末の冬のボーナスの平均妥結額は前年比19.2%減とな

り、1964年以来最大の下げ幅です。

　県民生活の悪化の中、生活保護世帯は急増し、国保料滞納世帯も加

入者の2割以上を超えています。愛知民医連で開催した「一職場一事

例運動交流集会」でも、無保険、あるいは保険があっても自己負担が

たいへんで受診できずに手遅れで死亡されるケース（特に、男性で40

～50歳代）が多く寄せられました。また、子どもの貧困問題での受診

抑制も深刻です。

　名古屋市では、昨年の市長選挙で「自公政治ノー」の流れの中、河村

たかし市長が誕生しました。しかし、基本的立場は改憲論と構造改革

路線です。「市民税10%減税」は「金持ちはゼロ」の公約に反する大

企業・金持ち減税であり、「地域委員会」は福祉の民間化・民営化の受

け皿づくりと市議会の形骸化をもくろんでいます。「議会改革」の名で

議員定数半減・小選挙区導入などの民主主義破壊、市長独裁の市政運

営がねらわれています。また、「減税」の代わりに保育料値上げや市立

病院の市営廃止・民営化などの福祉・医療の切り捨てが出されてお

り、重大な情勢となっています。

　医療法人名南会は、地域の困難に寄り添い、健康友の会の強化に努

め、専門職の確保・育成で事業を前進させてきました。医療経営をめ

ぐり困難な状況は続いています。全日本民医連に結集し全国の経験に

学びつつ、協同の取り組みを強めていきます。

① 名南会の特徴を活かし、各事業所の機能・役割を
　 高める

　名南病院は、急性期・亜急性期病床としての機能を発揮し、糖尿
病をはじめ生活習慣病の療養支援、消化器・乳ガンなどの内科と外
科の連携、高齢者の急性期対応などの機能をさらに向上させていき
ます。名南ふれあい病院・老健かたらいの里は、リハビリ機能を高
め在宅支援を強めていきます。診療所や在宅総合センターきずなで
は、地域での健康管理や在宅療養支援の取り組みをすすめます。

② 「 地域と共に歩む人間性豊かな専門職」の育成を
　 すすめる

　地域の期待に応えるためにも、中長期的な展望からも、医師・
看護師をはじめ職員の確保と育成が不可欠であり、引き続き法人
の最重点のテーマです。医師2年目初期研修、新人看護職員研修を
法人・院所をあげて成功させ、様々な資格取得を含めた育ちあう
研修制度の整備をはかっていきます。全日本民医連綱領の学習運
動を全職場で行い、働き続けられる魅力ある職場づくりをすすめ
ます。

⑤ 支部化など組織整備をすすめ、健康友の会の強化をはかる

　医療法人名南会は、健康友の会との協同の前進なくして、医療・介護活動
も経営活動も前進させることはできません。地域で、連帯し助け合う組織と
して、平和・憲法を守りまちづくりをすすめる医療・福祉住民運動として、
事業所を守り発展させる共同組織として、健康友の会を2万人を展望し拡大・
強化します。健康友の会の支部化など組織整備をすすめ、1億円を目標にした
協同基金など地域資金募集運動に取り組みます。

③ 法人内連携を強め、地域医療を総合的に発展させて
　 いく

　医療法人名南会の特徴と優位性を発揮し、地域の医療・介護要求
に応えるため、法人内及び地域の事業所との連携・ネットワークの
質を高めていきます。自事業所の特徴を統計的に打ち出し、地域医
療の中での役割・機能を発揮していきます。保健予防活動の総合的
な発展、ガン医療も含めた慢性疾患医療、地域ぐるみの救急医療、
子どもの貧困に立ち向かう小児科医療、リハビリテーション医療と
在宅医療の新たな展開をはかります。

④ 統一会計基準の準拠・徹底をすすめ、経営改善を
　 はかる

　全日本民医連統一会計基準に準拠し、法人・事業所の経営実態を
正確に把握し、全職員で共有し、具体的で現実的な経営改善をすす
めます。事業所管理会議での集団的な検討をもとに、職場ごとの課
題・目標を設定し、毎月の予算達成をめざします。資金管理が重要
な課題となっています。健康友の会に依拠した資金結集や事業
キャッシュフローの増大が欠かせません。本部事務局と事業所が連
携した事業未収金管理を強めていきます。
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